
工事請負契約に係る中間前払金制度について 

１．中間前払金制度の概要 

工事請負において、当初の前金払（契約金額の４割以内）に加えて、 

工期の２分の１を経過している等の一定の条件が整ったとき､契約金額

の２割を追加して中間前金払として支払う制度です。 

２．中間前払金制度の対象となる工事 

請負金額が２００万円以上で、当初の前金払の支払いを受けている

工事が対象となります｡  

３．中間前金払の要件 

中間前金払を受けるためには、次の要件のすべてに該当することが

必要となります。 

① 工期の２分の１を経過していること。

② 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものと

されている当該工事に係る作業が行われていること。

③ 出来高が請負代金額の２分の１以上に相当するものであること。

④ 既に前金払が支払い済みであること。

４．中間前金払の割合 

当初の前金払は､契約金額の４割、中間前金払は２割の範囲内での支

払いとなります。 

ただし、平成２８年３月３１日までに契約締結した工事に係る中間

前金払については５千万円が限度額となります。 

また､中間前金払の支払時期について条件を付す発注工事もありま

すのでご注意下さい｡ 

５．中間前金払と部分払の併用禁止 

１件の工事について、中間前金払と部分払の両方を受けることはでき

ません。 



６．手続きの流れ 

８．その他 

  請求に必要な書類（「認定請求書」､「工事履行報告書」､「中間前払金請

求書」）については､企業局ホームページからダウンロードして下さい｡ 
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②「認定調書」の発行

③保証契約（認定調書添付）申込み（有料）

④保証証書（中間前払金）の発行

⑤「中間前払金請求書」「保証証書（正）（副）とも」を契約管財課に提出

⑥中間前金払の支払い


